


平成 17 年に改正された水防法第 14 条に基づき、洪水予報河川及び水位周知河川（避難判断水位〔特別警戒水位〕
への水位の到達情報を通知および周知する河川）において、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、
河川整備の基本となる降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域




